
 

 

 

 

１．プラン策定の目的   
男女共同参画基本法（平成 11 年 6 月施行）に基づき、平成 19 年３月に策定した

『（第１次）小城市男女共同参画プラン』（計画期間:平成 19 年度～平成 28 年度）が

終了することに伴い、第１次プランの成果や課題を踏まえつつ、社会情勢の変化等

による新たな課題やニーズに的確に対応するため、市民意識を反映した『第２次小

城市男女共同参画プラン』を策定。 

 

２．プランの期間   
平成２９年度から平成３３年度までの５年間。 

 

３．国・県・小城市の動き   
①国  「第４次男女共同参画基本計画」【計画期間：平成 28～32 年度】 

    「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」 

(平成 27 年 9 月 4 日公布、10 年間の時限立法) 

②県  「第４次佐賀県男女共同参画基本計画」【計画期間：平成 28～32 年度】 

                （男女共同参画社会基本法第 14 条第 1 項の規定により策定） 

    「佐賀県 DV 被害者支援基本計画（第３次計画）」【計画期間：平成 26～30 年度】 

           （ＤＶ防止法第 2 条の 3 第１項の規定により策定） 

③小城市「小城市男女共同参画プラン」【計画期間：平成 19～28 年度】 

        （男女共同参画社会基本法第 14 条第３項の規定により策定） 

「小城市配偶者等からの暴力（DV）防止及び被害者支援基本計画」 

【計画期間：平成 26～28 年度】 

（ＤＶ防止法第 2 条の 3 第３項の規定により策定） 

     『第２次小城市男女共同参画プラン』【計画期間:平成 29～33 年度】 

      （男女共同参画社会基本法第 14条第３項の規定により策定） 

 

４．プランの位置付け   
① 本プランは、男女共同参画社会基本法第 14 条第 3 項の規定に基づく「市町村男

女共同参画計画」であり、今後、小城市が取り組むべき施策の方向を示すととも

に、男女共同参画の推進に関する具体的施策（基本事業）の実施計画としての役

割を果たすものです。 

② 本プランの「基本目標Ⅲ 仕事と生活の調和が実現できる環境づくり」は、「女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」第６条第２項

に規定する「市町村推進計画（女性の活躍推進計画）」に位置付けます。 

第２次小城市男女共同参画プラン（概略）  
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③ 本プランの「基本目標Ⅴ 配偶者等に対する暴力のない社会づくり」は、「配偶 

者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」第２条の３  

第３項に規定する「市町村基本計画（ＤＶの防止及び被害者支援基本計画）」に 

位置付けます。 

④ 本プランは、小城市の長期計画である「第２次小城市総合計画」と整合性を図り 

ながら、男女共同参画社会の実現に向けた施策を推進するための具体的な取り組  

みの方向性を示すものです。 

 

５．プラン策定経緯   
 

期 日 内 容 

平成 28 年 1 月 26 日 
平成 27 年度  
第１回小城市男女共同参画プラン策定懇話会開催 

平成 28 年 2 月 1 日 
～2 月 15 日 

男女共同参画に関する中学生意識調査実施 

平成 28 年 2 月 2 日 
～2 月 22 日 

男女共同参画に関する市民意識調査実施 

平成 28 年 5 月 28 日 
第２次小城市男女共同参画プラン策定に伴う 
市民ワークショップ開催 

平成 28 年 6 月 9 日 
第２次小城市男女共同参画プラン策定に伴う 
高校生ワークショップ開催 

平成 28 年 7 月 29 日 
平成 28 年度 
第 1 回小城市男女共同参画審議会（諮問）開催 

平成 28 年 8 月 31 日 
平成 28 年度 
第２回小城市男女共同参画審議会開催 

平成 28 年 10 月 26 日 
平成 28 年度 
第３回小城市男女共同参画審議会開催 

平成 28 年 11 月 4 日 
平成 28 年度 
第４回小城市男女共同参画審議会開催 

平成 28 年 11 月 16 日 
平成 28 年度 
第 5 回小城市男女共同参画審議会開催 

平成 28 年 12 月 27 日 小城市男女共同参画審議会（答申） 

平成 29 年 1 月 25 日 
～2月 15日 

パブリックコメント 

平成 29 年 3 月 第２次小城市男女共同参画プラン策定 

 

＊ 男女共同参画審議会委員 14 名 

＊ 市民ワークショップ参加者 12 名 

高校生ワークショップ参加者 牛津高校 生活経営科２年生 39 名 

＊ パブリックコメント 提出意見 １団体 



６．プランの内容   

 ５つの基本目標、13 の施策方向、23 の基本事業、69 の事業により計画を推進するも

のとし、基本目標ごとに成果目標を設定。 

 

 

７．成果目標及び数値目標   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


